
議
員
提
出
第
四
十
二
号
議
案

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
円
滑
な
運
営
に
係
る
財
源
確
保
等
自
治
体
の
負
担
軽
減
を
求
め
る
意

見
書

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番
号
）
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
市
町
村
に
は
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
に
つ
い
て
対
応
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。
直
接
の
カ
ー
ド
交
付
経
費
で
あ
る
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
へ
の
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
度
は
国
庫
補
助
（
個
人
番
号
カ
ー
ド

交
付
事
業
費
補
助
金
・
補
助
率
十
分
の
十
）
が
措
置
さ
れ
る
一
方
、
市
町
村
の
カ
ー
ド
交
付
事
務
に
係
る
経

費
に
つ
い
て
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事
務
費
補
助
金
が
措
置
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事
務
費
補
助
金
は
国
が
平
成
二
十
七
年
度
に
予
算
化
し
た
四
十
億
円
を
、

市
町
村
の
人
口
比
で
按
分
し
た
額
に
よ
っ
て
交
付
申
請
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
本
来
全
額
が
国
庫
負
担
で
あ

る
べ
き
と
こ
ろ
、
非
常
に
低
い
補
助
上
限
額
と
な
っ
て
お
り
、
自
ず
と
市
町
村
は
財
源
負
担
を
強
い
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
相
当
数
の
交
付
が
見
込
ま
れ
る
が
、

現
時
点
で
は
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
十
分
な
補
助
金
額
が
確
保
さ
れ
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
自
治
体
負
担
の
軽
減
の
た
め
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
強
く
要
望
す
る
。

一

平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
に
支
払
う
交
付
金
全
額
を

国
の
負
担
と
し
、
十
分
な
予
算
措
置
を
す
る
こ
と
。

二

同
様
に
、
円
滑
な
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事
務
を
行
う
た
め
、
事
務
処
理
に
必
要
な
人
員
の
確
保
や
シ

ス
テ
ム
整
備
経
費
な
ど
、
全
額
を
国
の
負
担
と
し
十
分
な
予
算
措
置
を
行
う
こ
と
。

三

地
方
自
治
体
の
予
算
編
成
等
に
支
障
が
出
な
い
よ
う
、
補
助
金
額
や
対
象
経
費
な
ど
、
円
滑
な
制
度
導

入
準
備
の
た
め
に
必
須
の
情
報
を
適
時
適
切
に
提
供
す
る
こ
と
。

四

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
ス
ム
ー
ズ
な
導
入
に
向
け
て
、
地
方
自
治
体
職
員
や
地
域
の
事
業
者
に
対
す
る

研
修
用
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
、
研
修
会
の
開
催
な
ど
十
分
な
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。

五

配
達
で
き
な
か
っ
た
簡
易
書
留
郵
便
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
）
の
受
取
人
の
所
在
調
査
に
要
す
る
経
費

の
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
。

六

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
時
の
混
乱
に
乗
じ
た
詐
欺
の
防
止
や
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
円
滑
な
交
付
の
推

進
の
た
め
の
周
知
広
報
に
対
す
る
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

大
分
県
議
会
議
長

田

中

利

明

内

閣

総

理

大

臣

安

倍

晋

三

殿

財

務

大

臣

麻

生

太

郎

殿

総

務

大

臣

高

市

早

苗

殿

厚

生

労

働

大

臣

塩

崎

恭

久

殿


